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Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
第
八
章
に
関
す
る
質
問
主
意
書

Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
第
八
・
七
条
透
明
性
に
お
い
て
は
、
以
下
の
規
定
が
あ
る
。

�

各
締
約
国
は
、
他
の
締
約
国
の
者
に
対
し
、
自
国
の
者
に
与
え
る
条
件
よ
り
も
不
利
で
な
い
条
件
で
自
国
の
中
央
政
府
機

関
に
よ
る
強
制
規
格
、
任
意
規
格
及
び
適
合
性
評
価
手
続
の
作
成
に
参
加
す
る
こ
と
を
認
め
る
。

ま
た
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
第
一
章
に
お
い
て
、
「
者
」
と
は
「
自
然
人
又
は
企
業
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
す
べ
て
の

自
然
人
が
含
ま
れ
る
と
理
解
さ
れ
る
。

Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
発
効
後
、
日
本
の
中
央
政
府
機
関
が
新
た
に
強
制
規
格
、
任
意
規
格
又
は
適
合
性
評
価
手
続
を
作
成
す
る
に
際

し
て
、
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
「
者
」
で
あ
る
連
邦
議
会
議
員
に
参
加
す
る
こ
と
を
認
め
る
場
合
、
従
前
の
作
成
手
続

き
に
比
し
て
、
難
度
が
上
が
る
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
な
お
、
「
難
度
」
と
は
「
む
ず
か
し
さ
の
度
合
い
」
を
意
味

し
、
本
質
問
に
お
い
て
は
、
新
た
に
強
制
規
格
、
任
意
規
格
又
は
適
合
性
評
価
手
続
を
作
成
す
る
に
際
し
て
の
む
ず
か
し
さ
の

度
合
い
を
指
す
。

右
質
問
す
る
。


